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遠地津波による行政の避難勧告・
指示発令の実証的検証

―2010チリ地震津波に伴う津波警報・注意報発
令時の三重県沿岸市町の対応を事例に―

第5回防災計画研究発表会
2010年9月24日

○元三重県大紀町 防災安全課長
名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻

博士前期課程 中世古 二生

三重大学大学院工学研究科 准教授 川口 淳

引用データ

1． チリ中部沿岸を震源とする地震による津波に係る「津波避難勧告等に係る具体

的な発令基準の策定状況調査」及び「避難指示・避難勧告を発令しなかった理由
等に関するアンケート調査」

(1) 調査機関 総務省消防庁

(2) 調査時期 平成22年3月3日

2． チリ中部沿岸を震源とする地震による津波の対応調査

(1) 調査機関 全国知事会

(2) 調査時期 平成22年3月15日

3． 全国沿岸市町村の予防対策実施状況に関する調査

(1) 調査機関 内閣府（防災担当）

(2) 調査時期 平成22年2月19日

資料提供：三重県防災危機管理部地震対策室

注目した点（キーワード）

• 災害対策基本法の成立から

• 避難率の低さ• 避難率の低さ

• 地域防災計画の見直し

• 情報の翻訳化

• 自治体の対処療法的対策

今回の内容

• 事前の対策状況

• 避難指示・勧告の発令状況

• 自主防災組織・災害時要援護者との関係

津波警報発表前の実務対応

• 津波警報発表前に「災害時要援護者の
避難準備」や「避難所開設」、「避難者誘
導」を実施した市町はほとんどなく その導」を実施した市町はほとんどなく、その
後避難指示・避難勧告を行った市町に
おいては、対策が後手に回った可能性
がある。

発令別三重県地図

出典：三重大学を加工
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発令とその基準

• 18市町を沿岸市町として調査

• このうち12市町が避難勧告・指示を発令

• 残る6市町については発令の必要なしと残る 市町 発令 必要な
判断

• この6市町のうち5市町については、避難

指示・避難勧告の具体的な発令基準が
「策定中」の状況にある

発令しなかった事例
• 伊勢湾における想定される津波高は最大で1mであり、本市の沿岸部に

は自然海岸は無く、概ね5m以上（最低堤防天端・4.2m）の防潮堤が整備

されている。また、遠地における地震であったことから、堤体はダメージを
受けていないと判断でき、事前に防潮扉等も閉鎖されていたことから、防
潮堤が機能している状態での堤防より陸地側への浸水が予想されな
かったことから避難指示、避難勧告等については発令していない。なお、
釣り客や潮干狩り客等の海岸内にいる者については 関係機関連携の釣り客や潮干狩り客等の海岸内にいる者については、関係機関連携の
もと、徹底した避難の呼びかけを行った。

• 当市域には、自然堤防は無く全域6m以上の防潮堤が整備されており、

三重県南部及び伊勢・三河湾の予想津波高をはじめ、ハワイ、南鳥島及
び国内他所における潮位観測状況等の各種情報を踏まえ、その安全が
確保できると判断した。

• 震源地が遠方であり、海岸堤防が機能することが確実であったため、県
の作製する堤防が機能した場合における津波浸水予測にあてはめたと
ころ、堤防内への浸水対象区域がなく、また、津波の高さの最大予想も
1mであったことにより、堤防外の住民のみ避難させることとした。
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• 自主防災組織との関係

発令しなかった6市町 全て協力依頼無し

発令した12市町 4市町協力依頼無し

8市町協力依頼

• 災害時要援護者との関係

名簿の未整備（整備中）のため安否確認はできなかった

7市町

小 括

• 畳みこみ現象 まとめて始末する

• 住民と行政との乖離

防災対策の日常化• 防災対策の日常化

• 自治体の対応の統一性

• 反省点の検証と共有

• 経験知を地域防災力のステップに

現在の公助・共助・自助について

公助

公助（1割）
本来の姿

現在の姿

公助

自助共助

共助（2割）

自助（7割）

埋め戻し作業埋め戻し作業



2010/9/29

3

撮影：大紀町役場

ありがとうございました


